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-
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羽
等
花
祭
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の
｣
守
ち
孜
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家
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才
朝
凪
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t
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計
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専
管
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の
て
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番
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瑠
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朝
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ナ
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円
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l
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-
.

･
十

:I

+'..I.

′
～

三
澗
町
帝
条
例
の
]
部
を
改
正
す
高
桑
､
卿

京
町
群
蒜
高
空
至
重
義
東
嶺
卿
空
言
)
の
1
警
湊
の
よ
う
蒜
掌
る
･
.

鰐
二
品
冬
空
項
に
次
の
･
た
だ
し
轟
を
抑
え
･
同
由
讐
毒
申
r
二
十
二
万
円
｣
を
｢
二
十

四
万
円
｣
に
教
か
為
｡

た
&
･
し
･
湊
G
.
･
硫
行
柵
に
住
所
を
有
し
潅
笠
;
･
g
つ
.
!
て
棟
'
こ
の
限
り
で
食
い
Q

･
牽
1
十
慧
嘉
二
府
中
｢
新
帝
讐
音
の
考
空
の
↑
陀
｢
霊
群
法
甫
和
何
十
申
渡
専
務

手
芸
)
紫
雲
ユ
<
.
多
芸
帝
す
る
慧
盲
曙
･
営
し
て
S
r
Q
協
合
竃
等
t
L
慕
え
'
｢

旧
所
得
税
操
義
和
二
十
二
年
鞍
慧
1
1
+
七
.
号
0
以
1
｢
所
得
鞘
渡
し
と
い
う
｡
芸
土
俵

■

の
二
の
噂
定
の
滴
雷
轟
け
る
東
レ
を
｢
当
顛
宰
襲
渉
ら
対
価
の
奇
警
受
け
る
も
の
j
把
'
｢

湊
合
に
お
い
て
増
し
を
-
｢
と
車
正
塘
静
め
る
,
 
O

豪
三
二
姦
竺
帝
申
｢
渦
聯
所
得
の
命
鏑
叉
は
山
珠
所
得
の
霧
に
乏
し
を
｢
韻
醜
所
棉

ヽ

霧
文
相
-
;
･
林
帝
霊
感
と
す
る
｣
把
改
f
l
'
同
身
空
表
中
｢
退
職
所
得
の
傘
絹
芸
山
林
所

毎
の
垂
喝
し
･
を
｢
悪
所
慧
帝
文
濡
林
席
得
票
L
k
.
=
帝
簡
瑞
票
十
七
…
環
濠

●

を
除
く
○
)
照
よ
裏
革
頼
鞍
馬
.
九
冬
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雲
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｢
忙
よ
る
所
得
帝
鞍
讐
1
十
二
輿
望
房
b
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結
節
だ
一
席
｣
に
軒
め
る
9

竺
三
十
四
串
讐
1
滴
を
次
の
よ
う
に
改
め
か
｡
,

鹿
部
を
蒜
す
る
次
の
各
号
の
一
旺
掃
け
る
背
旗
首
鞍
各
号
の
二
以
上
肥
詐
撃
す
.
満
場
合

肥
誓
.
そ
の
#
'
当
す
ス
す
べ
て
の
滞
空
　
の
う
ち
に
令
息
対
象
世
帯
轟
が
あ
る
歩
合
に
塘
'
.
こ

れ
ら
の
君
寵
対
し
て
酵
す
る
亘
梅
郷
＼
の
額
は
'
車
た
る
所
得
者
溺
百
m
:
1
の
所
得
の
姪
あ
そ
の
各

軍
対
象
世
帯
僧
の
琴
弄
所
得
を
有
す
る
も
の
と
み
夜
し
て
'
展
望
盲
十
四
集
竺
帝
の
規
定

把
よ
り
帯
篠
輔
鴇
解
九
十
八
桑
讐
一
項
あ
ら
解
四
席
ま
で
の
繊
常
の
例
.
旺
よ
っ
て
繁
定
す
る
も

の

と

す

る

〇

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.

一
､
夷
と
専

l
r
父
文
は
母
と
そ
の
≠
享
咋
つ
S
て
セ
キ
の
父
又
姥
母
の
S
す
れ
空
方
の
耐
雪
美
は

前
席
労
で
i
I
･
つ
た
寿
と
親
子
の
麟
係
か
食
い
牢
を
食
わ
｡
)

再
議
父
叉
は
周
母
と
そ
の
藻
義
把
つ
S
,
て
は
(
.
そ
の
父
又
′
は
母
と
集
計
を
言
す
る
費
を
験ヽ

そ

｡

)

1
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1
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l

一′
ヽ

第
三
十
四
桑
の
二
軍
1
申
告
後
の
よ
う
に
幹
竹
る
0

所
毎
部
の
紳
輔
韓
務
考
が
鞍
竺
二
百
十
叩
藤
の
二
軍
l
癖
各
号
の
1
陀
掲
げ
る
者
に
欝
当
す

l

る
壌
合
肥
誓
瀞
冬
季
｢
帝
､
讐
二
項
か
ら
君
九
嘱
膏
で
の
現
億
把
ヱ
カ
碓
稽
嘩
5
.
絹
､
慎
嘩

萄
枠
取
締
'
社
会
保
静
淑
韓
除
額
､
･
塵
余
栄
愉
斜
&
･
･
除
師
､
軒
職
者
嘩
除
額
升
は
韓
蓉
嘩
除
額

を
､
所
串
部
の
箪
稔
串
嘉
砦
に
つ
.
S
て
i
:
.
p
同
車
聖
者
'
空
へ
肩
･
及
び
筋
九
項
の
現
定
把
よ

り
寒
帯
嘩
除
輝
き
で
れ
ぞ
れ
'
そ
一
の
者
の
前
年
の
商
科
把
つ
い
て
牽
落
し
を
締
高
得
車
帝
,
塀
聯

所
感
傘
周
文
増
山
赦
帯
鴇
轟
.
縛
か
ら
地
.
降
す
.
h
e
v
O

●

･
撃
二
十
g
･
轟
の
二
讐
表
示
｢
集
余
野
静
料
嘩
拾
得
叉
は
韓
懇
鞘
除
額
｣
を
｢
父
桔
輿
愈
保
敬

遠
坤
除
讐
k
.
敢
S
･
･
 
'
｢
業
し
-
柑
讐
斉
し
骨
削
り
､
六
甲
叩
頭
の
悉
還
j
の
･
1
1
讐
(
そ

の
掃
出
伊
相
棒
忙
声
い
て
町
民
.
科
の
新
棟
禰
軸
額
が
凄
粛
さ
れ
る
時
･
悪
で
に
塀
櫓
さ
れ
た
む

の
を
含
む
｡
二
を
抑
え
､
r
b
(
吋
g
I
.
繁
申
昏
杏
が
三
塁
手
日
ま
で
把
帝
酪
さ
れ
食
い
壊
卑
し

を
削
り
'
言
軒
し
､
警
手
歪
の
こ
し
*
･
 
･
言
だ
′
し
'
帝
8
/
j
y
'
｢
稗
敬
意
す
る
串
帝

∫

｣
を
｢
と
れ
ら
の
韓
除
把
脚
す
る
前
項
｣
把
野
め
､
｢
茅
し
く
は
g
r
･
帝
望
毒
が
半
､
鞄
掃
出
新
野

ま
で
把
摸
出
さ
れ
#
･
.
あ
っ
.
#
こ
と
｣
を
判
る
｡
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二
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聖
二
十
四
串
の
1
1
高
二
帝
申
｢
,
q
J
鞠
所
得
の
食
輝
男
噸
山
林
所
得
の
金
将
J
を
｢
萌
喝
所
得
食

碕
実
は
山
林
所
各
金
額
｣
把
静
め
る
O

磨
三
十
四
番
の
由
申
F
笹
十
四
奏
し

第
三
十
叩
轟
の
j
t
申
｢
胃
舟
の

咋
｢
-
十
-
が
政
を

｣
を
｢
青
身
の
]
　
q
セ
｣
　
に
改
め
る
.

讐
二
十
四
参
の
七
帝
表
中
｢
時
事
考
で
あ
る
｣
の
下
竺
｢
枠
除
対
象
配
偶
者
又
空
を
抑
え

同
展
讐
高
中
｢
額
十
二
項
｣
を
｢
欝
十
項
｣
把
改
め
'
間
藤
把
次
の
]
項
を
加
え
る
0
･

I

･
6
 
-
･
第
三
十
冨
蒜
二
讐
義
の
噂
唐
吋
､
第
7
帝
の
＼
現
帝
昭
よ
る
稗
9
.
に
つ
い
て
準
用
す
る
.

)

警
手
五
賢
｢
韻
沸
所
得
の
嶺
讐
を
｢
損
締
所
得
金
讐
昭
二
山
林
所
得
の
食
空
を

｢
山
林
所
額
余
得
｣
把
玲
め
る
.

●

欝
草
歪
め
二
讐
慧
｢
霊
墓
地
除
額
し
*
･
r
､
可
憐
毒
陳
腐
票
等
稗
陰
縛

｣
に
改
G
r
　
｢
青
色
草
餅
者
斡
与
額
を
S
･
革
帯
費
把
.
算
入
し
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
し
み
削
り

同
麻
讐
蒜
申
｢
青
色
魚
群
薯
斡
与
厨
を
必
要
嘩
琴
に
僚
入
し
よ
う
と
す
る
君
'
若
し
ぐ
は
野
乗

若
者
樺
除
絹
の
噂
除
を
争
け
よ
う
と
す
る
讃
芳
し
く
壮
｣
.
 
J
r
由
り
'
同
牟
額
芸
中
.
 
r
*
.
<
周
｣

を
｢
餌
九
尽
し
蒜
雪
同
尋
常
歪
申
蒜
.
年
由
芸
い
て
拾
阜
所
得
又
吐
萌
聯
所
得
･
(
6
得

ヽ
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雷
雲
芸
]
苦
言
蒜
-
-
-
得
(
同
灸
竺
痛
芸
等
雷
所
得
と
芸

晃
る
-
も
の
富
む
｡
)
杏
.
q
^
?
0
)
の
受
警
寧
け
た
も
の
肥
､
所
揖
粁
族
讐
(
･
J
r
±
貰
-

-
讐
鱗
雲
よ
っ
妄
嘗
れ
る
べ
-
-
所
領
-
る
｣
を
｢
所
得
雷
撃
雪
l
十
芸

の
場
雷
よ
豊
年
の
-
-
-
-
-
-
付
-
-
の
把
､
還
し
蒜
め
る
0

/

倍
等
河
芸
芸
申
｢
禁
等
八
-
妄
言
｢
-
八
三
警
蒜
芸
｡

箪
f
a
+
･
霊
讐
雷
｢
-
十
八
-
諒
｣
を
｢
竺
白
八
十
三
警
蒜
…
｡

節
等
八
悪
賢
申
｢
冨
蒜
,
t
j
菩
-
(
同
条
慧
警
喝
i
J
B
.
誓
孟
富
合

も
0
号
本
項
芸
等
票
)
0
)
に
-
L
k
J
,
｢
-
欝
の
雷
の
冨
富
韓
雲
育

ヽ

l
至
悉
八
讐
冠
の
現
慧
-
-
し
三
岡
-
税
吏
-
る
冨
蒜
慧
潮
印
野

内
誓
れ
て
富
と
軒
は
芸
碑
除
-
-
野
纂
日
の
-
か
ら
当
展
覧
し
霊
芝
｡

-
標
記
去
讐
高
申
｢
芸
言
二
十
毒
の
十
二
讐
-
芸
-
る
零
し
竿
三

軍
常
襲
正
還
-
-
三
頭
･
の
租
定
に
よ
る
-
-
む
｡
)
患
え
る
O

雲
享
姦
申
｢
蓑
巴
を
｢
八
雲
｣
に
､
｢
言
巴
を
r
-
巴
に
二
十
票

円
｣
を
三
十
万
円
｣
に
改
均
ろ
0

■
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希
七
十
】
′
桑
申
｢
解
四
十
冒
頭
文
略
偉
材
十
四
増
し
を
｢
第
六
十
五
項
又
は
第
六
十
]
ハ
塀
j
陀

改
め
る
｡

額
九
十
冬
の
裸
把
攻
の
1
各
を
潮
え
る
O

(
身
体
障
害
者
忙
対
す
る
軍
自
鍬
.
義
軍
の
済
億
)

舘
九
十
秦
の
二
　
即
席
は
'
下
線
叉
は
体
斡
昭
博
害
を
有
も
歩
行
が
著
し
く
国
軍
を
者
が
所
有
し

か
つ
､
も
.
つ
ぼ
ら
そ
の
昔
が
濁
転
す
る
碍
自
動
毒
等
　
二
台
把
阿
る
｡
)
　
に
封
じ
て
は
､
覇
自

効
護
符
を
辞
儀
す
る
こ
と
が
で
き
る
0

之
　
前
帝
の
現
帯
に
よ
っ
て
碍
舞
勃
養
税
の
波
帝
を
穿
け
よ
う
と
す
る
常
は
､
肋
間
隈
啓
七
日
ま

で
に
､
町
膚
に
対
し
て
､
身
体
瞭
尊
者
苛
妙
法
　
(
周
知
二
十
m
･
年
残
額
讐
1
宵
八
十
三
号
)
　
鰭

十
五
轟
の
租
韓
に
J
L
･
'
歩
寒
村
A
j
t
,
れ
た
身
既
噂
寧
若
草
絹
､
清
掃
費
消
怯
　
(
何
和
三
十
五
年
法
穏

馬
首
吉
号
)
　
督
九
十
二
冬
の
将
領
把
よ
り
交
付
さ
れ
た
顎
載
免
許
証
浮
び
当
覇
者
が
使
用
す
る

帝
白
餅
葛
等
を
畢
示
す
る
と
と
も
吃
､
･
攻
の
各
号
&
.
碑
げ
ろ
串
膚
を
k
;
帝
し
た
由
帝
帝
を
辞
也

し
な
け
れ
ば
焦
ら
卑
れ
o

r
　
現
八
十
七
番
璃
]
項
各
号
に
掃
け
る
廟
夢
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r
　
身
鯨
障
害
者
羊
蹄
の
幕
号
及
び
交
付
年
月
日

∫

W

　

身

体
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尊

め
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所

及

び

撃

級

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

↓

一
才
　
帯
板
免
許
評
の
掛
早
坂
び
菅
村
年
月
日
#
･
び
陀
有
効
明
碍
･

垂
　
道
義
角
醇
の
熱
帯
浮
び
壌
韓
が
附
孟
て
,
A
.
為
と
-
そ
の
集
性

ヱ
　
節
桑
ぎ
扇
の
親
愛
控
､
讐
痛
の
壕
唐
笠
言
寄
急
壷
慧
雲
を
受
け
て
芸
者

に
つ
い
て
盗
用
す
る
0

第
九
十
八
尋
申
｢
額
四
十
五
空
を
r
望
八
十
七
滴
し
.
.
旺
改
め
る
｡

解
九
十
九
各
館
蒜
申
｢
第
九
肩
｣
を
｢
館
ヰ
店
こ
に
静
め
る
?
･

笛
雪
姦
讐
項
幣
四
号
軒
｢
解
四
十
事
項
｣
を
｢
碍
⊥
(
+
七
空
に
改
め
る
｡

･
襟
首
五
条
簡
表
中
｢
箱
九
帝
｣
を
｢
解
†
至
近
改
め
る
｡

常
百
十
卒
中
｢
讐
二
空
を
諒
十
還
し
肥
,
｢
軒
九
噂
｣
を
r
郡
十
讐
霞
め
る
｡

第
百
十
亀
の
二
申
｢
解
四
十
五
空
を
｢
讐
八
十
七
項
｣
旺
軒
遡
る
｡

附
則
(
僻
空
耳
九
年
言
･
7
j
t
+
盲
公
埜
空
車
か
ら
弟
七
項
-
を
捌
か
へ
次
の
七
億

＼

ヽ
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を
加
え
る
｡

(
宅
地
撃
に
対
し
て
硬
す
る
解
和
四
十
]
年
産
以
降
の
各
年
野
分
の
固
鐙
弊
重
職
の
帝
脚
)

ヱ
　
宅
地
琴
肥
偽
る
昭
和
四
十
7
,
年
辞
以
降
の
各
年
貯
舟
の
同
定
尊
重
税
の
額
は
､
当
鞍
宅
地
等

∫

に
係
る
当
節
年
辞
令
の
闇
棄
瞥
蘇
稀
静
が
T
当
欝
毛
織
等
の
当
鞍
年
野
分
の
固
定
資
産
稀
旺
係

一

る
前
年
産
升
の
同
額
官
爵
糊
の
腰
群
嘩
準
縛
に
撃
砕
宅
地
等
の
次
の
襲
P
J
樽
旺
掃
け
る
上
昇

●

/

率
の
区
分
に
応
じ
同
罪
の
下
弼
昭
犠
げ
る
魚
担
鮮
卑
率
を
乗
じ
て
得
た
帝
を
当
帝
無
地
等
旺
係

＼

r
Q
当
鞍
年
産
舟
の
固
守
瞥
重
税
の
辞
耗
確
率
と
漁
る
.
(
き
額
と
し
た
歩
合
陀
お
け
る
固
定
常
嘗

税
額
　
(
以
下
｢
専
助
等
常
蒋
闇
帝
冷
彦
帝
額
｣
と
S
う
｡
)
　
を
こ
え
る
歩
合
に
は
､
当
禄
宅
地

尊
帯
蒋
南
東
.
.
簡
串
和
琴
と
す
る
6
　
　
　
　
-
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し
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番
地
に
対
し
て
謂
す
る
昭
和
四
十
毒
帝
以
降
の
各
年
野
外
の
国
章
腎
虚
箱
の
慧
こ

乎
　
港
地
に
係
J
C
同
和
四
十
蒜
鮮
以
曙
の
各
慧
舟
や
甲
窟
準
酵
&
.
の
析
吐
､
当
分
の
闇
へ
当

帝
磯
地
に
係
る
準
誘
慧
義
の
田
霊
壷
鞘
額
が
､
当
帝
壌
鞠
に
係
る
唱
和
t
享
八
年
野
分
の

■

報
稀
壇
泡
額
を
そ
豊
･
辞
任
辞
令
の
闇
帝
格
,
t
B
群
の
顎
群
噂
熊
と
な
る
べ
是
と
し
た
供
合
肥

か
け
る
固
守
襟
声
将
精
義
T
T
*
地
鮮
卑
固
&
･
 
t
欝
帯
織
讐
と
い
う
｡
)
を
こ
え
ろ
場
合
に

ヽ

は
当
額
壌
助
爾
#
･
同
棄
昏
帯
織
緒
と
す
る
｡

_

∫
　
附
馴
環
七
博
浮
び
解
十
三
項
の
｢
帝
叫
警
と
は
騒
附
郡
警
手
九
項
第
二
号
に
'
附
即
弟

七
頗
及
び
笹
十
三
頂
の
r
前
年
節
介
の
同
定
賛
辞
輔
の
襟
掃
療
沸
翌
と
姥
操
附
.
&
･
空
き
1

‥
項
か
ら
讐
亭
七
肩
戊
で
狩
伊
藤
附
則
償
四
十
項
把
､
壷
即
第
七
項
の
｢
上
昇
額
｣
と
は
､
法

附
耶
讐
芋
九
府
警
盲
富
岳
す
え
と
こ
ろ
に
よ
.
f
J
前
席
及
び
附
耶
馬
十
三
帝
の
｢
嘩
地
1

と
は
韓
附
馴
讐
1
+
九
肩
竺
膏
旺
'
前
項
及
び
附
紺
野
十
三
項
の
｢
府
警
寺
八
年
節
介
の

鮮
梯
帝
準
空
と
は
湊
附
耶
警
手
<
挿
あ
ら
簾
四
嘉
ま
で
陀
報
告
す
る
と
こ
ろ
…
為
｡

南
知
四
十
二
年
甲
の
七
妙
の
備
柊
の
時
空
.

占
　
土
地
芸
し
て
辞
す
る
昭
和
四
十
二
慧
･
舟
の
同
額
簡
素
税
旺
喝
り
､
そ
の
許
希
望
叱
､
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解
上
へ
十
-
桑
鱗
]
清
一
の
現
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
韓
附
耶
帝
四
十
t
席
y
,
帝
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ

る

O

 

I

(
許
容
輯
崇
)

.
′

7
　
土
鞠
に
対
し
て
評
す
る
昭
和
叩
十
三
年
伊
丹
k
t
;
は
昭
和
四
十
四
年
節
分
の
固
定
紫
蘇
税
拡
張

か
､
館
山
へ
十
】
桑
讐
姦
た
だ
し
革
､
撃
二
歩
た
だ
し
巷
､
夢
四
噂
､
第
五
項
た
だ
し
専
及
び

第
上
へ
野
中
｢
基
準
年
'
&
の
柿
解
し
と
あ
る
の
､
は
'
｢
昭
和
一
二
十
九
年
唐
に
係
る
賦
課
期
日
に
お

け
る
席
終
｣
と
辞
み
考
え
る
も
の
と
す
る
Q

､
J
　
法
附
即
解
八
十
二
義
叉
.
偲
解
八
十
四
項
の
環
濠
の
適
用
が
あ
る
各
年
床
分
の
有
定
資
声
稀
に

限
り
'
望
八
十
嘉
斧
八
賓
中
｢
又
は
鴇
璽
l
毒
四
十
九
串
の
軍
T
U
あ
る
の
は
｢
若
し
く
は

第
三
育
四
十
九
桑
の
末
文
.
は
鞍
附
即
解
<
十
三
席
若
し
-
壮
簡
<
十
四
項
｣
と
許
与
容
え
る
も

の

と

す

る

0

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

､

(
免
椀
点
の
適
用
に
関
す
る
特
例
)

9
.
附
即
輯
七
増
文
唯
額
八
帝
の
句
定
の
諦
用
が
あ
る
各
年
度
舟
の
固
定
緊
爵
税
忙
駆
り
'
簡
犬

■

十
コ
高
に
境
鰹
す
る
同
定
常
春
稀
の
課
税
額
準
と
な
る
+
(
専
額
は
'
附
即
輯
七
項
の
萌
黄
の
適

ふ
/

T

　

　

　

　

.

+
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.

用
を
苦
る
素
地
等
-
-
-
の
-
-
の
闇
-
-
-
-
準
額
に
岡
慧
境

●

霊

よ

星

雲

霊

の

素

地

芸

芸

-

蛋

-

辛

-

る

警

笛

冨

れ

芸

甲

■

I

霊
率
墓
じ
て
-
顔
-
る
も
の
と
し
､
附
即
-
-
霊
の
鷲
を
受
け
る
豊
に

っ
い
て
は
＼
 
,
.
そ
の
-
-
A
-
頂
芸
額
環
誓
る
ち
9
与
る
｡

J

附

　

　

　

財

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.

(
髄
行
押
旦

聖
典
と
の
雷
姥
,
凱
酌
射
酎
炉
首
か
･
ら
欝
す
る
Q
た
ぎ
､
慧
十
九
霊

l
項
､
雷
雲
空
電
富
等
-
-
租
層
･
悪
賢
-
ハ
月
1
惹
ら
騒

行
す
る
｡

(
帝
　
用
)

竺
免
と
の
典
例
-
る
-
慧
町
慧
例
{
-
r
-
併
1
と
い
う
｡
忘
､
こ
の
附

馴
蒜
慧
雷
が
あ
る
-
を
除
-
ほ
か
,
慧
四
十
妄
-
の
町
慧
ら
票
し
､
聯

r
刑
u

和
等
等
分
-
の
町
群
-
-
紘
･
-
解
析
の
例
笠
鳥
｡

聖
典
雲
脚
讐
手
芸
の
境
の
-
は
･
漠
人
人
の
驚
四
十
一
年
盲
l
昆
鞍
蒜
輯

し

欝

日

豊

に

終

了

す

る

革

薬

-

-

び

同

望

月

1

-

竃

始

し

､

蔓

へ

月

号

　

-

-

-

_
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∵
急
篠
に
終
了
す
る
野
乗
年
帝
舟
　
の
　
町
　
民
　
税
並
び
把
施
行
｡
以
額
の
解
散
文
は
合
併

に
よ
る
滞
尊
所
得
に
対
す
為
清
人
梯
額
旺
係
る
町
民
税
青
草
所
得
把
対
す
る
法
人
穂
を
課
名

れ
る
活
人
の
滞
簿
中
の
辞
菜
年
駿
に
係
る
法
人
櫛
額
及
び
療
余
財
鼻
の
一
部
の
分
配
把
よ
り
靭

_
付
す
べ
き
鞍
人
群
噂
把
係
る
町
民
癖
を
含
む
O
以
下
同
じ
｡
)
　
旺
つ
い
て
適
用
し
､
法
人
の
同

年
7
月
一
日
帝
肥
紺
.
始
し
､
同
年
大
月
l
t
1
十
日
前
に
終
了
す
る
串
串
年
度
分
及
び
同
年
]
月
7

■

l

日
以
験
に
開
始
し
'
噸
行
白
蹄
把
終
了
し
た
苓
菜
年
炉
舟
町
民
税
報
び
旺
鳩
行
目
前
の
解
散
又

は
合
併
に
よ
る
清
賓
軒
得
に
対
す
る
活
人
税
額
旺
係
る
町
民
称
旺
つ
S
て
ほ
'
奄
お
群
前
の
併

1

･

t

川

u

C

称
よ
る
.
と
の
場
合
に
お
い
て
､
･
鴇
人
の
同
年
-
月
]
日
新
旺
閉
韓
L
t
同
年
l
(
月
二
手
日
以
.

後
に
終
了
す
る
革
粟
年
坪
の
所
得
把
対
す
る
法
人
稀
額
に
係
る
町
民
櫛
旺
係
る
同
席
の
報
告
の

適
用
に
つ
S
て
叱
'
:
･
｢
青
身
の
]
〇
･
七
｣
と
あ
る
の
唯
｢
首
舟
の
一
〇
･
&
｣
と
す
る
｡
.

2
　
法
人
の
解
知
四
十
一
年
7
月
言
瀞
昭
常
軌
し
'
･
同
年
末
旦
三
+
日
以
筏
に
終
了
す
る
訂
羊

農
芸
為
所
串
例
解
四
十
八
希
望
項
の
町
民
鞘
芸
る
由
尊
者
(
操
急
葛
七
三
串

.
 
_
警
瑠
蒜
港
琴
胃
四
十
芳
容
空
夢
昭
お
い
て
漁
網
す
る
場
合
を
含
む
｡
)
の
由
偉
容
旺
係

る
も
の
に
限
る
.
.
)
の
*
.
桝
釈
鰐
が
施
行
日
掛
で
あ
る
執
合
肥
は
'
前
項
の
現
態
に
か
か
わ
ら
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I

･
す
す
'
そ
の
清
人
切
当
確
申
卑
癖
に
係
る
町
民
稀
と
し
て
納
付
し
た
'
又
城
納
付
す
べ
き
で
あ
っ

た
町
民
樽
把
つ
い
て
咋
'
食
お
群
.
節
の
研
旺
よ
る
O

n
t
　
溝
人
の
唱
.
勅
ー
四
十
一
年
二
三
日
似
顔
把
開
始
し
､
旅
行
日
以
静
に
終
丁
す
る
野
栄
年
韓
で

同
年
末
t
z
r
l
二
十
日
を
含
む
も
の
及
び
同
産
t
t
F
t
口
前
把
闘
碑
L
t
同
年
上
へ
旦
二
十
日
以
稗
に

警
す
る
芸
年
産
還
る
雲
脚
筒
E
j
八
雲
蒜
の
町
蒜
針
,
ろ
窒
素
(
法
人
噸

湊
帝
七
十
l
桑
帝
]
膚
(
圃
鞍
笥
胃
叩
÷
玉
串
解
]
帝
に
お
い
て
熊
用
す
る
場
合
を
含
む
｡
)

.
の
申
音
容
　
(
同
港
碍
七
十
二
島
常
1
項
各
号
に
掃
け
る
野
原
を
軒
戟
七
た
も
の
を
除
く
｡
)
に

係
る
も
の
把
限
る
.
)
'
の
捧
桝
脚
鰐
が
締
市
P
以
静
で
あ
る
場
合
泥
絵
'
甫
]
項
の
現
帝
肥
か

か
わ
ら
ず
'
そ
の
落
人
の
当
溺
由
尊
卑
旺
係
る
.
町
民
税
に
対
す
塙
新
条
例
警
手
四
桑
の
貴
の

租
定
の
諦
用
に
つ
い
て
紘
'
な
お
が
冊
の
脚
に
よ
る
｡

第
四
桑
　
薪
轟
研
簡
九
十
九
桑
篤
]
項
'
節
育
五
各
務
-
項
及
び
簡
育
十
奥
の
繊
竜
は
'
昭
和
四

十
-
年
犬
8
7
日
以
額
の
舟
(
特
別
衛
将
把
係
る
簡
素
ガ
ス
税
に
あ
つ
て
は
､
闇
･
日
以
得
拡
呼

納
す
べ
き
料
命
把
係
る
舟
)
か
ら
帝
用
し
､
同
年
五
月
三
二
日
ま
で
の
分
有
即
徴
牧
に
係

る
電
気
ガ
ス
稗
に
あ
つ
て
は
､
同
日
以
前
把
お
い
て
痕
紳
す
べ
き
料
轟
.
旺
係
る
各
)
把
つ
S
て

1

1

　

　

.

一
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､
枚
'
怒
お
符
↑
帝
の
仰
陀
よ
る
｡
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